
1

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 がん検診対象者名簿

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 健康増進法に基づくがん検診の受診情報等管理

記録項目

１現住所、２送付先住所、３行政区、４大字、５漢字氏名、

６かな氏名、７世帯主名、８生年月日、９年齢、１０性別、

１１電話番号、１２宛名番号、１３世帯番号、１４個人負担サ

イン、１５国保被保険者証番号、１６特定健診受診券整理番号

記録範囲 がん検診の対象となる本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む（健康診断等の結果）

記録情報の経常的提供先 保健福祉課

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 集団健診受付

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 健康増進法に基づく健康診査等の受診情報等管理

記録項目

１現住所、２行政区、３漢字氏名、４カナ氏名、５世帯主名、

６生年月日、７年齢、８性別、９電話番号、１０宛名番号、

１１世帯番号、１２国保被保険者証番号、１３特定健診受診券

整理番号

記録範囲 健康診査等の対象となる本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む（健康診断等の結果）

記録情報の経常的提供先 保健福祉課

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 長寿健診対象者名簿

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 健康増進法に基づく健康診査等の受診情報等管理

記録項目

１現住所、２漢字氏名、３カナ氏名、４生年月日、５年度年齢、

６性別、７被保険者証番号、８受診券整理番号

記録範囲 健康診査等の対象となる本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む（健康診断等の結果）

記録情報の経常的提供先 保健福祉課

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 高齢者インフルエンザ対象名簿ファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の管理

記録項目

１宛名番号、２個人番号、３かな氏名、４氏名、５生年月日、

６性別、７郵便番号、８住所、９接種種別、10 接種日、11 接

種期限、12 接種場所、13 接種ワクチン情報、14 電話番号

記録範囲 予防接種を受ける本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 他市町村（情報提供ネットワークシステム）

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・係名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 高齢者新型コロナワクチン対象名簿ファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の管理

記録項目

１宛名番号、２個人番号、３かな氏名、４氏名、５生年月日、

６性別、７郵便番号、８住所、９接種種別、10 接種日、11 接

種期限、12 接種場所、13 接種ワクチン情報、14 電話番号

記録範囲 予防接種を受ける本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 他市町村（情報提供ネットワークシステム）

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 高齢者肺炎球菌名簿ファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の管理

記録項目

１宛名番号、２個人番号、３かな氏名、４氏名、５生年月日、

６性別、７郵便番号、８住所、９接種種別、10 接種日、11 接

種期限、12 接種場所、13 接種ワクチン情報、14 電話番号

記録範囲 予防接種を受ける本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 他市町村（情報提供ネットワークシステム）

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 予防接種通知者名簿ファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の管理

記録項目

１宛名番号、２個人番号、３かな氏名、４氏名、５生年月日、

６性別、７郵便番号、８住所、９接種種別、10 接種日、11 接

種期限、12 接種場所、13 接種ワクチン情報、14 電話番号

記録範囲 予防接種を受ける本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 こども課、他市町村（情報提供ネットワークシステム）

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・健康づくり班

個人情報ファイルの名称 風しんクーポン対象者名簿ファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
国保年金課健康づくり班

個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期予防接種の管理

記録項目

１宛名番号、２個人番号、３かな氏名、４氏名、５生年月日、

６性別、７郵便番号、８住所、９接種種別、10 接種日、11 接

種期限、12 接種場所、13 接種ワクチン情報、14 電話番号

記録範囲 予防接種を受ける本人

記録情報の収集方法 本人及び医療機関、住民基本台帳システム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 他市町村（情報提供ネットワークシステム）

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民健康保険の資格に関するファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険の事務における本人の資格審査のために利用す

る。

記録項目

１．証番号、２．生年月日、３．宛名番号、４．氏名かな、

５．世帯番号、６．氏名漢字、７．個人番号

記録範囲 国民健康保険資格届出書兼異動連絡票を提出した者

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、総合行政システム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 医療機関、他市町村

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



10

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民健康保険の療養費に関するファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険の事務における本人の療養費支給審査のために

利用する。

記録項目

１．支給月、２．診療月、３．登録月、４．証番号、５．氏名

かな、６．生年月日、７．氏名漢字

記録範囲 国民健康保険療養費支給申請書を提出した者

記録情報の収集方法
本人、住民基本台帳システム、総合行政システム、国保総合Ｃ

Ｂシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 沖縄県国民健康保険団体連合会、医療機関

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



11

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民健康保険の療養費（柔整・あはき）に関するファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険の事務における本人の療養費支給（柔整・あはき）

審査のために利用する。

記録項目

１．保険者番号、２．記号、３．番号、４．性別、５．受療者

氏名、６．受療者カナ、７．生年月日

記録範囲
柔道整復施術療養費支給申請書及び療養費支給申請書（あは

き・マッサージ用、はり・きゅう用）を提出した者

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、療養費管理システム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 医療機関、沖縄県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



12

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民健康保険の高額療養費に関するファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険の事務における本人の高額療養費及び高額介護

合算療養費支給審査のために利用する。

記録項目

１．支給月、２．診療月、３．登録月、４．証番号、５．氏名

かな、６．生年月日、７．氏名漢字

記録範囲

国民健康保険高額療養費支給申請書、国民健康保険高額療養費

（外来年間合算）支給申請書、高額介護合算療養費等支給申請

書を提出した者

記録情報の収集方法
本人、住民基本台帳システム、総合行政システム、国保総合Ｃ

Ｂシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 医療機関、沖縄県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民年金に関するファイル（資格）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民年金異動等の事務における本人の資格審査のために利用

する。

記録項目

１．基礎年金番号、２．生年月日、３．氏名かな、４．宛名番

号、５．氏名漢字、６．個人番号

記録範囲 国民年金被保険者関係届書（申出書）を提出した者

記録情報の収集方法
本人、住民基本台帳システム、総合行政システム、社会保険オ

ンラインシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 日本年金機構

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民年金に関するファイル（給付）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民年金の事務における本人の裁定請求（老齢基礎年金・障害

基礎年金等）の給付決定の登録審査のために利用する。

記録項目

１．老齢福祉年金、２．生年月日、３．氏名かな、４．氏名漢

字、５．宛名番号、６．世帯番号、７．個人番号

記録範囲 年金請求書を提出した者

記録情報の収集方法
本人、住民基本台帳システム、総合行政システム、社会保険オ

ンラインシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

記録情報の経常的提供先 日本年金機構

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民年金に関するファイル（保険料）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民年金の事務における本人の保険料審査（免除申請・納付猶

予・学生免除・口座振替・クレジット振替）のために利用する。

記録項目

１．基礎年金番号、２．生年月日、３．氏名かな、４．宛名番

号、５．氏名漢字、６．個人番号

記録範囲

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書、

国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、国民年金保険料

クレジットカード納付（変更）申出書を提出した者

記録情報の収集方法
本人、住民基本台帳システム、総合行政システム、社会保険オ

ンラインシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 日本年金機構

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 年金生活者支援給付金に関するファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民年金の事務における本人の年金生活者支援給付金の裁定

請求の審査のために利用する。

記録項目

１．老齢福祉年金、２．生年月日、３．氏名かな、４．氏名漢

字、５．宛名番号、６．世帯番号、７．個人番号

記録範囲 年金請求書（国民年金）を提出した者

記録情報の収集方法
本人、住民基本台帳システム、総合行政システム、社会保険オ

ンラインシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 日本年金機構

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考
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個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険給付班

個人情報ファイルの名称 国民健康保険診療報酬明細書に関するファイル

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
国民健康保険の事務における本人の診療報酬明細書の資格・給

付・内容審査のために利用する。

記録項目

１．被保険者証記号、２．被保険者証番号、３．世帯番号、

４．宛名番号、５．氏名カナ、６．氏名漢字、７．生年月日、

８．性別、９．郵便番号、１０．住所

記録範囲 国民健康保険で診療した者（診療報酬明細書を提出した者）

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、国保総合ＣＢシステム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

記録情報の経常的提供先 医療機関、沖縄県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

þ法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 þ無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



18

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険税班

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税システム

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の賦課事務を行うため

記録項目

被保険者情報（１被保険者番号、２宛名番号、３氏名、４性別、

５生年月日、６住所、７電話番号、８続柄）、９世帯員情報、

10 所得情報、11 課税情報、12 口座情報、13 賦課情報

記録範囲 世帯主および国民健康保険被保険者

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報、所得情報）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



19

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険税班

個人情報ファイルの名称 後期高齢システム

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的
後期高齢者医療保険の資格管理および保険料の賦課事務を行

うため

記録項目

基本的事項（１宛名番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住

所）、６課税状況、７納税状況、

記録範囲 世帯主および後期高齢者医療保険被保険者

記録情報の収集方法
本人又は代理人、総合行政システム（住民情報、所得情報）、

沖縄県後期高齢者医療広域連合電算処理システム

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 沖縄県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



20

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険税班

個人情報ファイルの名称 収納管理システム（国民健康保険税）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の収納、還付・充当情報の管理

記録項目

基本的事項（１宛名番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住

所）、６課税状況、７納税状況

記録範囲 納税義務者、特別徴収義務者

記録情報の収集方法 実施機関内（民生部国保年金課）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



21

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険税班

個人情報ファイルの名称 滞納整理システム（国民健康保険税）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の徴収

記録項目

基本的事項（１宛名番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住

所）、６課税状況、７納税状況、８公的扶助、９資産状況、10

預金口座番号等

記録範囲 納税義務者、特別徴収義務者

記録情報の収集方法
実施機関内（民生部国保年金課）、他の地方公共団体、金融機

関、民間団体

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



22

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険税班

個人情報ファイルの名称 収納管理システム（後期高齢者医療保険料）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の収納、還付・充当情報の管理

記録項目

基本的事項（１宛名番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住

所）、６課税状況、７納税状況

記録範囲 納税義務者、特別徴収義務者

記録情報の収集方法 実施機関内（民生部国保年金課）

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 沖縄県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考



23

個人情報ファイル簿（単票） 【課名・班名】国保年金課・保険税班

個人情報ファイルの名称 滞納整理システム（後期高齢者医療保険料）

行政機関等の名称 南風原町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
民生部国保年金課

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の徴収

記録項目

基本的事項（１宛名番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住

所）、６課税状況、７納税状況、８公的扶助、９資産状況、10

預金口座番号等

記録範囲 納税義務者、特別徴収義務者

記録情報の収集方法
実施機関内（民生部国保年金課）、他の地方公共団体、金融機

関、民間団体

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）南風原町総務部総務課

（所在地）〒901－1195 南風原町字兼城 686 番地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考


